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す
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質
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に
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し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
前
経
済
産
業
省
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
の
再
就
職
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
再
就
職
事
案
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
調
査
権
限
に
基
づ
く
調
査
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
石
田
徹
前
経
済
産
業
省

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
（
以
下
「
石
田
氏
」
と
い
う
。
）
の
退
職
管
理
を
行
う
経
済
産
業
省
に
お
い
て
事
実
確
認
を
行
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

経
済
産
業
省
が
東
京
電
力
株
式
会
社
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
同
社
が
、
石
田
氏
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
、
識
見
等
を
勘
案
し

て
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
九
日
に
石
田
氏
に
対
し
て
顧
問
へ
の
就
任
を
依
頼
し
、
同
月
十
五
日
に
石
田
氏
か
ら
受
諾
す
る

旨
の
回
答
が
あ
り
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
付
け
で
石
田
氏
と
顧
問
契
約
を
締
結
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

御
指
摘
の
記
者
会
見
に
お
け
る
枝
野
内
閣
官
房
長
官
の
発
言
は
、
こ
の
確
認
結
果
を
踏
ま
え
、
天
下
り
に
は
当
た
ら
な
い

と
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

退
職
し
た
公
務
員
が
、
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
受
け
ず
に
、
再
就
職
先
の
地
位
や
職

一



務
内
容
等
に
照
ら
し
適
材
適
所
の
再
就
職
を
す
る
こ
と
は
、
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
国
家
公
務
員
の
再
就
職
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
規
定
さ
れ
た
再
就
職
等
規
制
を
厳
格
に
遵
守
す

る
と
と
も
に
情
報
公
開
を
進
め
る
等
に
よ
り
、
公
務
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
確
保
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

二


